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3. 重大事故等対処施設の津波防護方針 

3.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

【規制基準における要求事項等】 

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地及び敷地周辺全体図，

施設配置図等により明示されていること。 

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等として設置されるも

のの概要が網羅かつ明示されていること。 

 

【検討方針】 

敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状況等）に応

じた津波防護の基本方針を，敷地及び敷地周辺全体図，施設配置図等

により明示する。また，敷地の特性に応じた津波防護（津波防護施設，

浸水防止設備，津波監視設備等）の概要（外郭防護の位置及び浸水想定

範囲の設定，並びに内郭防護の位置及び浸水防護重点化範囲の設定等）

について整理する。 

 

【検討結果】 

(1) 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針は以下のとおりとする。 

 

a. 敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備（海水と接した状態で機

能する非常用取水設備を除く。下記 c. において同じ。）を内包する

建屋及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を

地上部から到達又は流入させない設計とする。 

また，取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。 

 

b. 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 

（外郭防護 2） 

取水・放水施設及び地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，

漏水による浸水範囲を限定して，重大事故等に対処するために必要

な機能への影響を防止できる設計とする。 

 

c. 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離 

（内郭防護） 

上記の二方針のほか，重大事故等対処施設の津波防護対象設備に

ついては，浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離可

能な設計とする。 
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d. 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために 

必要な機能への影響防止 

水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必

要な機能への影響を防止できる設計とする。 

 

e. 津波監視 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，その影響を俯瞰的に把

握できる津波監視設備を設置する。 

 

(2) 敷地の特性に応じた津波防護の概要 

柏崎刈羽原子力発電所の基準津波の遡上波による敷地及び敷地周

辺の最高水位分布及び最大浸水深分布はそれぞれ第 1.3-1 図に示した

とおりである。一方，6 号及び 7 号炉の重大事故等対処施設の津波防

護対象設備は「1.1 津波防護対象の選定」に示したとおりであり，こ

れらを内包する建屋及び区画は，その設置場所・高さにより大きく次

の二つに分類できる。 

 

分類Ⅰ：大湊側敷地（T.M.S.L.＋12m）に設置される建屋・区画 

 

分類Ⅱ：大湊側敷地よりも高所に設置される建屋・区画 

 

また，分類Ⅰの建屋・区画については，「2. 設計基準対象施設の津

波防護方針」で示した設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防

護重点化範囲との関係により，さらに次の二つに分類できる。 

 

分類Ⅰ-A： 

設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲

内 

 

分類Ⅰ-B： 

設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲

外 

 

以上の分類について具体的に整理して示すと第 3.1-1 表に，また，

これを図示すると第 3.1-1 図となる。 
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第 3.1-1 表 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋・区画の分類 

分類  該当する建屋・区画  
敷設等される重大事故等対処施設  

の津波防護対象設備  

Ⅰ  

大湊側敷地  

（ T.M.S.L.＋ 12m）  

に設置される  

建屋・区画  

A 

設計基準対象施設の津波  

防護対象設備の浸水防護  

重点化範囲内  

1) 原子炉建屋  

2) タービン建屋  

3) コントロール建屋  

4) 廃棄物処理建屋  

5) 燃料設備の一部（軽油タンク，燃料移送  

ポンプ）を敷設する区画  

 添付資料 1 参照  

B 

設計基準対象施設の津波  

防護対象設備の浸水防護  

重点化範囲外  

1) 格納容器圧力逃がし装置を敷設する区画   格納容器圧力逃がし装置  

2) 常設代替交流電源設備を敷設する区画   常設代替交流電源設備  

3) 5 号炉原子炉建屋（緊急時対策所を設定  

する区画）（ T.M.S.L.＋ 27.8m）  

 5 号炉原子炉建屋内緊急時  

対策所  

4) 5 号炉東側保管場所  

 5 号炉原子炉建屋内緊急時  

対策所用可搬型電源設備  

（可搬型重大事故等対処設備）  

5) 5 号炉東側第二保管場所  
 可搬型重大事故等対処設備  

（添付資料 1 参照）  

Ⅱ  大湊側敷地よりも高所に設置される建屋・区画  

1) 大湊側高台保管場所（ T.M.S.L.＋ 35m）  
 可搬型重大事故等対処設備  

（添付資料 1 参照）  

2) 荒浜側高台保管場所（ T.M.S.L.＋ 37m）  
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第 3.1-1 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋・区画 

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  
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以上を踏まえ，前項で示した基本方針に基づき構築した重大事故等

対処施設の敷地の特性に応じた津波防護の概要を，第 3.1-1 表に示し

た内包する建屋・区画の分類ごとに以下に示す。また，重大事故等対

処施設の津波防護の概要図を第 3.1-2 図に，設置した各津波防護対策

の設備分類と目的を第 3.1-2 表に示す。 

 

a. 敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

分類Ⅰの建屋・区画に内包される設備に対する外郭防護 1 は，「2. 

設計基準対象施設の津波防護方針」で示した設計基準対象施設の津

波防護対象設備に対する防護と同様の方針を適用する。また，分類Ⅱ

の建屋・区画に内包される設備に対する外郭防護 1 は，分類Ⅱの建

屋・区画が「浸水を防止する敷地」内に設置されるため，分類Ⅰの建

屋・区画に内包される設備に対する方法に包含される。 

以上の詳細は「3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）」において示

す。 

 

b. 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 

（外郭防護 2） 

分類Ⅰ-A の建屋・区画に内包される設備に対する外郭防護 2 は，

「2. 設計基準対象施設の津波防護方針」で示した設計基準対象施設

の津波防護対象設備に対する防護と同様の方針を適用する。 

また，分類Ⅰ-B 及び分類Ⅱの建屋・区画に内包される設備につい

ては，海域との境界から距離があり，漏水による重大事故等に対処す

るために必要な機能への影響はないと考えられることから，これら

に対する外郭防護（外郭防護 2）の設置は要しない。 

以上の詳細は「3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止（外郭防護 2）」において示す。 

 

c. 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離 

（内郭防護） 

分類Ⅰ-A の建屋・区画に内包される設備に対する内郭防護は，「2. 

設計基準対象施設の津波防護方針」で示した設計基準対象施設の津

波防護対象設備に対する防護と同様の方針を適用する。 

分類Ⅰ-B の建屋・区画に内包される設備は，これらを内包する建

屋・区画を浸水防護重点化範囲として設定するが，保守的に想定した

溢水のうち，建屋内外の海水系機器の地震・津波による損傷等の際に

生じる溢水は，いずれも分類Ⅰ-B の建屋・区画の設置高さに到達し

ないため，浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策（内郭防護）
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は要しない。一方，屋外タンク等の地震による損傷等の際に生じる溢

水に対する内郭防護は，「2. 設計基準対象施設の津波防護方針」で

示した設計基準対象施設の津波防護対象設備のうち，屋外に敷設さ

れる設備に対する防護と同様の方針を適用する。 

また，分類Ⅱの建屋・区画に内包される設備については，これらを

内包する建屋・区画として「大湊側高台保管場所」，「荒浜側高台保管

場所」を浸水防護重点化範囲として設定するが，「大湊側高台保管場

所」，「荒浜側高台保管場所」を設置する敷地については，高所のため

津波が到達せず，かつ周囲に溢水源が存在しないことから，浸水防護

重点化範囲の境界における浸水対策（内郭防護）は要しない。 

以上の詳細は「3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有

する施設の隔離（内郭防護）」において示す。 

 

d. 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために 

必要な機能への影響防止 

海水の取水を目的とした常設の重大事故等対処設備としては原子

炉補機冷却海水ポンプがあるが，これは設計基準対象施設の非常用

海水冷却系と同一の設備であることから，重大事故等に対処するた

めに必要な機能への影響の防止は，「2. 設計基準対象施設の津波防

護方針」で示した重要な安全機能への影響の防止と同様の方針を適

用する。 

また，海水の取水を目的とした可搬型の重大事故等対処設備とし

ては大容量送水車があるが，大容量送水車は設計基準対象施設の非

常用海水冷却系と同じ非常用取水設備から取水するため，「2. 設計

基準対象施設の津波防護方針」で示した当該取水位置における津波

の条件（下降側評価水位・継続時間，浮遊砂濃度）を考慮した設計と

することで，津波に伴う水位低下及び砂混入による重大事故等に対

処するために必要な機能への影響の防止を図る。 

以上の詳細は「3.5 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等

に対処するために必要な機能への影響防止」において示す。 

 

e. 津波監視 

「2. 設計基準対象施設の津波防護方針」で示した設計基準対象施

設に対する津波防護方針と同様の方針を適用する。 

詳細は「3.6 津波監視」において示す。 
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第 3.1-2-1 図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（敷地全体） 

 

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  
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第 3.1-2-2 図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（大湊側詳細） 

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  
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第 3.1-2 表 津波防護対策の設備分類と設置目的 

津波防護対策 設備分類 設置目的 

６
／
７
号
炉 

タ
ー
ビ
ン
建
屋 

補
機
取
水
槽 

上
部
床
面 

取水槽閉止板 

浸水防止設備 

取水路からタービン

建屋への津波の流入

を防止する 

６
／
７
号
炉 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
内 

浸
水
防
護
重
点
化
範
囲 

境
界
（
※
） 

水密扉 

地震によるタービン

建屋内の循環水配管

や他の海水系機器の

損傷に伴う溢水及び

損傷箇所を介しての

津 波 の 流 入 に 対 し

て，浸水防護重点化

範囲の浸水を防止す

る 

止水ハッチ 

ダクト閉止板 

浸水防止ダクト 

床ドレンライン 

浸水防止治具 

貫通部止水処置 

海水貯留堰 
津波防護施設 

（非常用取水設備） 

引き波時において，

非常用海水冷却系の

海水ポンプの機能を

保持し，同系による

冷却に必要な海水を

確保する 

津波監視カメラ 

津波監視設備 

敷地への津波の繰り

返 し の 襲 来 を 察 知

し，その影響を俯瞰

的に把握する 取水槽水位計 

※：境界の詳細は「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防

護）」において示したとおり 
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3.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

【規制基準における要求事項等】 

重大事故等に対処するために必要な機能を有する設備等を内包す

る建屋及び重大事故等に対処するために必要な機能を有する屋外設

備等は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置する

こと。 

基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，防潮堤等の

津波防護施設，浸水防止設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置している

ことを確認する。 

また，基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，津波

防護施設，浸水防止設備の設置により遡上波が到達しないようにする。 

具体的には，重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水

設備を除く。以下，3.2 において同じ。）を内包する建屋及び区画に対

して，基準津波による遡上波が地上部から到達，流入しないことを確

認する。 

 

【検討結果】 

基準津波の遡上解析結果における，発電所敷地及び敷地周辺の遡上

の状況，浸水深の分布（第 3.2-1 図）等を踏まえ，以下を確認してい

る。 

なお，確認結果の一覧を第 3.2-1 表にまとめて示す。 

 

a. 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）」で説明したとおり，6 号

及び 7 号炉では，基準津波の遡上波による発電所敷地及び敷地周辺

の最高水位分布に基づき，遡上波が到達しない十分に高い敷地とし

て，大湊側の T.M.S.L.＋12m の敷地を含め，大湊側及び荒浜側の敷

地背面の T.M.S.L.＋12m よりも高所の敷地から第 2.1-1-1 図に示し

た範囲を「浸水を防止する敷地」として設定している。その上で，設

計基準事象対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を

「浸水を防止する敷地」に設置することにより，同建屋及び区画を設

置する敷地への遡上波の地上部からの到達・流入を敷地高さにより

防止している。 
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重大 事 故 等 対 処施 設の 津 波防 護 対象 設備 の うち ，「 大 湊側 敷 地

（T.M.S.L.＋12m）に設置される建屋・区画」（分類Ⅰの建屋・区画）

に内包される設備は，これらを内包する建屋・区画が，設計基準対象

施設の津波防護対象設備と同様に「浸水を防止する敷地」のうち大湊

側敷地（T.M.S.L.＋12m）に設置される。また，「大湊側敷地よりも高

所に設置される建屋・区画」（分類Ⅱの建屋・区画）に内包される設

備は，これらを内包する建屋・区画が，「浸水を防止する敷地」のう

ち，さらに高所に設置される。 

これより，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建

屋及び区画を設置する敷地に対する基準津波による遡上波の地上部

からの到達，流入の可能性については，「2.2 敷地への浸水防止（外

郭防護 1）」で示した設計基準対象施設の津波防護対象設備に対する

評価に包含され，その可能性はない。  
 

b. 既存の地山斜面，盛土斜面等の活用 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

を設置する敷地は，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画を設置する敷地と同一，あるいはこれよりも高所で

あることから，敷地への遡上波の到達・流入の防止の方法は「2.2 敷

地への浸水防止（外郭防護 1）」で示した設計基準対象施設の津波防

護対象設備に対する方法に包含され，既存の地山斜面，盛土斜面等は

活用していない。 
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第 3.2-1-1 図 発電所全体遡上域の最高水位を与える津波による最高水位分布・最大浸水深分布 

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  

最高水位分布（敷地全体）  

最高水位分布（遡上域拡大）  最大浸水深分布（遡上域拡大）  

最大浸水深分布（敷地全体）  
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第 3.2-1-2 図 荒浜側防潮堤内敷地の最高水位を与える津波による最高水位分布・最大浸水深分布 

最高水位分布（敷地全体）  

最高水位分布（遡上域拡大）  最大浸水深分布（遡上域拡大）  

最大浸水深分布（敷地全体）  

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  
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第 3.2-1 表 遡上波の地上部からの到達，流入の評価結果 

重大事故等対処施設の  

津波防護対象設備を内包  

する建屋・区画の分類  

評価対象  

①  ②  

裕度  

（①－②）  
評価  

入力  

津波高さ  

（ T.M.S.L.）  

許容津波  

高さ  

（ T.M.S.L.）  

Ⅰ  

大湊側敷地  

（ T.M.S.L.＋ 12m）  

に設置される  

建屋・区画  

 原子炉建屋  

 タービン建屋  

 コントロール建屋  

 廃棄物処理建屋  

 燃料設備の一部（軽油タンク，燃料移送  

ポンプ）を敷設する区画  

 格納容器圧力逃がし装置を敷設する区画  

 常設代替交流電源設備を敷設する区画  

 5 号炉原子炉建屋（緊急時対策所を設定  

する区画）  

 5 号炉東側保管場所  

 5 号炉東側第二保管場所  

＋ 8.3m※ 1 
＋ 11.0m※ 3※ 4  

（＋ 12m） ※ 5 
2.7m※ 6 

○  

許 容 津 波 高 さ が 入

力 津 波 高 さ を 上 回

っ て お り ， 基 準 津

波 の 遡 上 波 は 敷 地

に 地 上 部 か ら 到

達 ， 流 入 し な い  

Ⅱ  

大湊側敷地よりも  

高所に設置される  

建屋・区画  

 大湊側高台保管場所（ T.M.S.L.＋ 35m）  ＋ 8.3m※ 1 ＋ 35m※ 3 26.7m※ 6 
○  

許 容 津 波 高 さ が 入

力 津 波 高 さ を 上 回

っ て お り ， 基 準 津

波 の 遡 上 波 は 敷 地

に 地 上 部 か ら 到

達 ， 流 入 し な い   荒浜側高台保管場所（ T.M.S.L.＋ 37m）  ＋ 6.9m※ 2 ＋ 37m※ 3 30.1m※ 6 

※ 1：基準津波の遡上波による発電所全体遡上域の最高水位  

※ 2：基準津波の遡上波による荒浜側防潮堤内敷地の最高水位  

※ 3：設置敷地高さ  

※ 4：地震による地盤沈下 1.0m を考慮した値  

※ 5：地震による地盤沈下を考慮しない場合の値  

※ 6：参照する裕度（ 0.43m）に対しても余裕がある  
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(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

【規制基準における要求事項等】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討

した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）を特定

すること。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防

止すること。 

 

【検討方針】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討

した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）を特定

する。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防

止する。 

 

【検討結果】 

重大事故等対処施 設の津波防護対象 設備のうち ，『「大 湊側敷地

（T.M.S.L.＋12m）に設置される建屋・区画」かつ「設計基準対象施設

の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内」』（分類Ⅰ-A の建屋・区

画）に内包される設備は，これらを内包する建屋・区画が設計基準対

象 施 設 の 津 波 防 護 対 象 設 備 と 同 一 で あ る 。 ま た ，『「 大 湊 側 敷 地

（T.M.S.L.＋12m）に設置される建屋・区画」かつ「設計基準対象施設

の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲外」』（分類Ⅰ-B の建屋・区

画）に内包される設備及び「大湊側敷地よりも高所に設置される建屋・

区画」（分類Ⅱの建屋・区画）に内包される設備は，これらを内包する

建屋・区画が，いずれも上記と同一の敷地面上あるいはこれよりも高

所に設置されている。 

これより，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画を設置する敷地に対する津波の取水路，放水路等の経路から

の流入防止は，「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）」で示した，設

計基準対象施設の津波防護対象設備と同様の方法により達成可能で

あり，同方法により実施する。 
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3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 

（外郭防護 2） 

(1) 漏水対策 

【規制基準における要求事項等】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設や地

下部等における漏水の可能性を検討すること。 

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下｢浸水想定範囲｣

という。）すること。 

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，

開口部，貫通口等）を特定すること。 

特定した経路，浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲

を限定すること。 

 

【検討方針】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設や地

下部等における漏水の可能性を検討する。 

漏水が継続する場合は，浸水想定範囲を明確にし，浸水想定範囲の

境界において浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口

等）を特定する。 

また，浸水想定範囲がある場合は，浸水の可能性のある経路，浸水

口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する。 

 

【検討結果】 

重 大 事 故 等 対 処 施 設 の 津 波 防 護 対 象 設 備 の う ち 『「 大 湊 側 敷 地

（T.M.S.L.＋12m）に設置される建屋・区画」かつ「設計基準対象施設

の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内」』（分類Ⅰ-A の建屋・区

画）に内包される設備については，これらを内包する建屋・区画への

漏水による浸水の可能性は「2.3 漏水による重要な安全機能への影響

防止（外郭防護 2）」で示した設計基準対象施設の津波防護対象設備を

内包する建屋・区画と同様であり，その可能性はない。 

また，『「大湊側敷地（T.M.S.L.＋12m）に設置される建屋・区画」か

つ「設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲外」』

（分類Ⅰ-B の建屋・区画）に内包される設備，及び「大湊側敷地より

も高所に設置される建屋・区画」（分類Ⅱの建屋・区画）に内包される

設備についても，これらを内包するいずれの建屋・区画も海域と連接

する取水・放水施設等につながるあるいは近接するものではないため，

同施設等における漏水による浸水の可能性はない。 
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(2) 安全機能への影響確認 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲の周辺に重大事故等に対処するために必要な機能を

有する設備等がある場合は，防水区画化すること。 

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し，安全機能への影

響がないことを確認すること。 

 

【検討方針】 

浸水想定範囲が存在する場合，その周辺に重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有する設備等がある場合は，防水区画化する。必要

に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し，安全機能への影響がな

いことを確認する。 

 

【検討結果】 

「(1) 漏水対策」で示したとおり，重大事故等対処施設の津波防護

対象設備を内包する建屋・区画への漏水による有意な浸水の可能性は

ないことから，漏水による重大事故等に対処するために必要な機能へ

の影響はない。 



5 条-別添 1-Ⅱ-3-18 

(3) 排水設備設置の検討 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水設備

を設置すること。 

 

【検討方針】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水設備

を設置する。 

 

【検討結果】 

「(1) 漏水対策」で示したとおり，重大事故等対処施設の津波防護

対象設備を内包する建屋・区画への漏水による有意な浸水は想定され

ないため，排水設備は不要である。  
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3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内郭 

防護） 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重大事故等に対処するために必要な機能を有する設備等を内包す

る建屋及び区画については，浸水防護重点化範囲として明確化するこ

と。 

 

【検討方針】 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

については，浸水防護重点化範囲として明確化する。 

 

【検討結果】 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。

以下，3.4 において同じ。）のうち「大湊側敷地（T.M.S.L.＋12m）に

設置される建屋・区画」（分類Ⅰの建屋・区画）に内包される設備は，

「設計基準対象施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲内」

（分類Ⅰ-A の建屋・区画）に内包される設備と「設計基準対象施設の

津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲外」（分類Ⅰ-B の建屋・区画）

に内包される設備に分類できる。このうち，分類Ⅰ-A の建屋・区画に

内包される設備に対する浸水防護重点化範囲は，「2.4 重要な安全機

能を有する施設の隔離（内郭防護）」で示した設計基準対象施設の津波

防護設備の浸水防護重点化範囲と同一の範囲とする。 

一方，分類Ⅰ-B の建屋・区画に内包される設備についてはそれぞれ，

これらを内包する次の建屋・区画を浸水防護重点化範囲として設定す

る。 

 格納容器圧力逃がし装置を敷設する区画 

 常設代替交流電源設備を敷設する区画 

 5 号炉原子炉建屋（緊急時対策所を設定する区画） 

 5 号炉東側保管場所 

 5 号炉東側第二保管場所 

 

また，「大湊側敷地よりも高所に設置される建屋・区画」（分類Ⅱの

建屋・区画）に内包される設備に対する浸水防護重点化範囲としては，

これらを内包する次の建屋・区画を浸水防護重点化範囲として設定す

る。 

 大湊側高台保管場所 

 荒浜側高台保管場所 
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以上の，重大事故等対処施設の津波防護対象設備に対して設定した

浸水防護重点化範囲の概略を第 3.4—1 図に，「5 号炉原子炉建屋（緊急

時対策所を設定する区画）」及び「5 号炉東側保管場所」の詳細を第

3.4-2 図に示す。 

なお，位置が確定していない設備等に対しては，工事計画認可の段

階で浸水防護重点化範囲を再設定する方針である。 
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第 3.4-1 図 浸水防護重点化範囲概略図 

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  
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第 3.4-2-1 図 浸水防護重点化範囲詳細図（横断面） 

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  
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第 3.4-2-2 図 浸水防護重点化範囲詳細図（縦断面）

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定するこ

と。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲へ

の浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定

し，それらに対して浸水対策を施すこと。 

 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定する。

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への

浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，

それらに対して浸水対策を実施する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震によ

る溢水の影響も含めて，以下の方針により安全側の想定を実施する。 

 地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷によ

る建屋内への津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建屋

における地震時のドレン系ポンプの停止による地下水の流入等

の事象を考慮する。 

 地震・津波による屋外循環水配管や敷地内のタンク等の損傷に

よる敷地内への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮する。 

 循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量については，入力

津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。

また，サイフォン現象も考慮する。 

 機器・配管等の損傷による溢水量については，内部溢水におけ

る溢水事象想定を考慮して算定する。 

 地下水の流入量は，対象建屋周辺のドレン系による排水量の実

績値に基づき，安全側の仮定条件で算定する。 

 施設・設備施工上生じ得る隙間部等がある場合には，当該部か

らの溢水も考慮する。 
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【検討結果】 

【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」について，地震

による溢水事象を具体化すると次の各事象が挙げられる。これらの概

念図を第 3.4-3 図に示す。 

 

①循環水配管による建屋内における溢水 

地震に起因する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラ

ス機器の損傷により保有水が溢水するとともに，津波が取水槽

及び放水庭から循環水配管に流れ込み，循環水配管の損傷箇所

を介して循環水ポンプ室（5 号炉のみ），タービン建屋内に流入

する。 

なお，5 号炉については停止中であり循環水系は隔離した上

で復水器を含めて水抜きを行っているため，地震・津波時にお

けるタービン建屋内にある循環水配管伸縮継手部からの海水

の流入は生じない。 

 

②タービン補機冷却海水配管による建屋内における溢水 

地震に起因するタービン補機冷却海水配管及び低耐震クラ

ス機器の損傷により保有水が溢水するとともに，津波が補機取

水槽からタービン補機冷却海水配管に流れ込み，タービン補機

冷却海水配管の損傷箇所を介して海水熱交換器建屋内（5 号炉

のみ），タービン建屋内に流入する。 

 

③屋外タンク等による屋外における溢水 

地震により敷地内にある低耐震クラス機器である屋外タン

ク等が損傷し，保有水が敷地内に流出する。 

 

④建屋外周地下部における地下水位の上昇 

地震により地下水を排出するための排水設備（サブドレン）

が停止し，建屋周辺の地下水位が上昇する。 
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○RSW/A　：非常用海水冷却系を設置するエリア
○Hx/A　 　：タービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリア
○CWP/A  ：循環水ポンプを設置するエリア
○C/A　　　：復水器を設置するエリア

○R/B ：原子炉建屋
○T/B ：タービン建屋

○RSWP   ：原子炉補機冷却海水ポンプ
○TSWP   ：タービン補機冷却海水ポンプ
○CWP     ：循環水ポンプ

T/B

R/B

屋外タンク

CWP

復水器

RSWP TSWP

②　タービン補機冷却海水配管の
　　 損傷に伴う海水流入

＜C/A＞＜CWP/A＞＜RSW/A＞

③　屋外タンク等の損傷
　　 に伴う保有水流出

構内排水路

サブドレン

④　サブドレン停止に
　　 伴う地下水位上昇

＜Hx/A＞

①　循環水配管の損傷に
 　　伴う海水流入

 
6 号及び 7 号炉断面 

 

R/B

屋外タンク

③　屋外タンク等の損傷
　　 に伴う保有水流出

構内排水路

サブドレン

④　サブドレン停止に
　　　伴う地下水位上昇

TSWPRSWP

CWP

T/BHx/B

CWP/R

②　タービン補機冷却海水管の
　　 損傷に伴う海水流入

①　循環水配管の損傷に
 　　伴う海水流入

○Hx/B　 　：海水熱交換器建屋
○CWP/R  ：循環水ポンプ室

○R/B ：原子炉建屋
○T/B ：タービン建屋

○RSWP   ：原子炉補機冷却海水ポンプ
○TSWP   ：タービン補機冷却海水ポンプ
○CWP     ：循環水ポンプ

 

5 号炉断面 

 

第 3.4-3 図 地震による溢水の概念図 

 

以上の各事象について浸水防護重点化範囲への影響を評価した。結

果を「3.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針」に示した重大事

故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋・区画の分類ごとに

以下に示す。 
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分類Ⅰ-A に内包される設備 

分類Ⅰ-A の建屋・区画に内包される設備に対する安全側に想定し

た浸水範囲，浸水量は，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内

郭防護）」で示した設計基準対象施設の津波防護対象設備に対するも

のと共通である。よって，浸水防護重点化範囲の境界における浸水対

策も共通とする。 

 

分類Ⅰ-B に内包される設備 

分類Ⅰ-B の建屋・区画に内包される設備については，浸水防護重

点化範囲がいずれも T.M.S.L.＋12m 以上の高さに設定されている。

こ れ は ， 基 準 津 波 の 遡 上 波 に よ る 発 電 所 全 体 遡 上 域 の 最 高 水 位

（T.M.S.L.＋8.3m）よりも高所であることから，津波による浸水（①，

②の事象による浸水）は到達しない。また，地表面高さよりも高いた

め，地下水（④の事象による浸水）も及ばない。 

一方，屋外タンク等による屋外における溢水（③の事象）に対する

安全側に想定した浸水範囲，浸水量は 2.4 節に示したものと共通で

あり，浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策も共通の考え方，

すなわち当該建屋・区画設置位置の浸水水位に対して対策を実施す

る。 

なお，2.4 節に示した③の事象による浸水範囲，浸水量の評価は 6

号及び 7 号炉に着目した溢水伝播挙動解析に基づくものであり，浸

水防護重点化範囲のうち 5 号炉側に配置される「5 号炉原子炉建屋

（緊急時対策所を設定する区画）」，「5 号炉東側保管場所」及び「5 号

炉東側第二保管場所」は，解析条件とした溢水伝播方向の直線上にな

く，またその主たる部分は解析モデルの範囲外に位置する。しかしな

がら，第 3.4-4 図に示すとおり，溢水源となるタンクとこれらの浸

水防護重点化範囲とを結ぶ直線上には，障害物となる建屋類があり，

また解析モデルの範囲外には上記の浸水防護重点化範囲に影響を与

える水源がないことから，これらの浸水防護重点化範囲に対する浸

水範囲，浸水量の評価も，6 号及び 7 号炉に着目した評価に包含され

るものと考えられる。 

具体的には，2.4 節に示したとおり，溢水源となる屋外タンクとの

位置関係より，上記の 5 号炉側の各浸水防護重点化範囲位置では有

意な浸水は生じないものと考えられるが，保守的に地表面上 30cm

（ T.M.S.L.＋ 12.3m）までの浸水を想定し，必要な対策を実施する。 
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大 湊 側 敷 地 に 設 置 さ れ る 屋 外 タ ン ク ， 貯 槽 類  

番 号  名 称  容 量 （ kL）  備 考  

①  No.3 純 水 タ ン ク  2,000  

②  No.4 純 水 タ ン ク  2,000  

③  No.3 ろ 過 水 タ ン ク  1,000  

④  No.4 ろ 過 水 タ ン ク  1,000  

⑤  6 号 炉 軽 油 タ ン ク （ A）， (B) 各 565 耐 震 S ク ラ ス 設 備 で あ り

溢 水 源 と な ら な い  ⑥  7 号 炉 軽 油 タ ン ク （ A）， (B) 各 565 

⑦  5 号 炉 軽 油 タ ン ク （ A）， (B) 各 344  

⑧  5 号 炉 NSD 収 集 タ ン ク （ A）， (B) 各 108  

⑨  
6/7 号 炉 NSD 収 集 タ ン ク （ A），

(B) 
各 108  

⑩  SPH サ ー ジ タ ン ク  4,100 
溢 水 防 止 対 策 が 実 施 さ れ

る ま で 運 用 停 止  

 

第 3.4-4 図 5 号炉周辺の屋外タンク，貯槽類の配置 

黒 枠 囲 み の 内 容 は 機 密 事 項 に 属 し ま す の で 公 開 で き ま せ ん 。  
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分類Ⅱに内包される設備 

分類Ⅱの建屋・区画に内包される設備については，浸水防護重点化

範囲である「大湊側高台保管場所」，「荒浜側高台保管場所」がいずれ

も高所であるため，津波による浸水は到達しない。また，より高所の

T.M.S.L.＋45m の位置に淡水貯水池があるが，これは基準地震動 Ss

に対して堤体から溢水が生じることがないように設計されているも

のであることから溢水源とならず，他に周囲に溢水源は存在しない。

よって，安全側に想定した場合でも浸水防護重点化範囲の境界にお

いて浸水が生じることはないため，同境界において浸水対策は要し

ない。 
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3.5 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な 

機能への影響防止 

(1) 重大事故等対処設備の取水性 

【規制基準における要求事項等】 

重大事故等対処設備の取水性については，次に示す方針を満足するこ

と。 

 基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できる

設計であること。 

 基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が確保でき

る設計であること。 

 

【検討方針】 

基準津波による水位の低下に対して，常設重大事故等対処設備の海水

ポンプである原子炉補機冷却海水ポンプ，及び可搬型重大事故等対処設

備の海水を取水するポンプである大容量送水車が機能保持できる設計で

あることを確認する。 

また，基準津波による水位の低下に対して，重大事故等対処設備による

冷却に必要な海水が確保できる設計であることを確認する。 

具体的には，以下のとおり実施する。 

 原子炉補機冷却海水ポンプ位置，及び大容量送水車位置（水中ポン

プ設置位置）の評価水位の算定を適切に行うため，取水路の特性に

応じた手法を用いる。また，取水路の管路の形状や材質，表面の状

況に応じた摩擦損失を設定する。 

 原子炉補機冷却海水ポンプ及び大容量送水車の取水可能水位が下

降側評価水位を下回る等，水位低下に対して各ポンプが機能保持で

きる設計となっていることを確認する。 

 引き波時に水位が実際の取水可能水位を下回る場合には，下回って

いる時間において，原子炉補機冷却海水ポンプ及び大容量送水車の

継続運転が可能な貯水量を十分確保できる設計となっていること

を確認する。なお，取水路または取水槽が循環水系と非常用系で併

用される場合においては，循環水系運転継続等による取水量の喪失

を防止できる措置が施される方針であることを確認する。 
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【検討結果】 

海水の取水を目的とした重大事故等対処設備としては，常設重大事故

等対処設備として原子炉補機冷却海水ポンプ，可搬型重大事故等対処設

備として大容量送水車があり，その各々について，基準津波による水位の

低下に対して機能保持できる設計であること，及び重大事故等対処設備

による冷却に必要な海水が確保できる設計であることを以下のとおり確

認している。 

 

a. 原子炉補機冷却海水ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポンプは，設計基準対象施設の非常用海水冷却系

の海水ポンプと同一の設備であり，確認内容は「2.5 水位変動に伴う取

水性低下による重要な安全機能への影響防止」に示したとおりである。 

 

b. 大容量送水車 

大容量送水車は， 6 号及び 7 号炉共用で計 7 台（予備 2 台）を備えて

いる。同設備は水中ポンプを有しており，水中ポンプを取水路内に設置

することにより海水を取水する構成としている。（海水取水の概要を第

3.5-1 図に示す。） 

水中ポンプは，下記事項を考慮し，適切な位置に設置することで水位

の低下に対して，重大事故等対処設備による冷却に必要な海水が確保で

きる設計とする。 

 水中ポンプの定格容量は約 15m3/min/台であるとともに，想定して

いる最大同時運転台数（同一の取水路から取水を行う最大台数）が

3 台であることから，その際の取水量は約 45m3/min となること。 

 2.5 節の「(1) 非常用海水冷却系の取水性」に示すとおり，基準津

波による津波高さが海水貯留堰の天端標高 T.M.S.L.－3.5m を下回

る継続時間が最大で 16 分程度であることを考慮すると，必要貯水

量は約 720m3 となること。 

 水中ポンプは，水中ポンプ上端面より 0.5m 以上の水深が確保され

た状態で海水の取水が可能な仕様としていること。 
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代替原子炉
補機冷却系

熱交換器
ユニット大容量送水車

水中ポンプ

T.M.S.L.‐9.4m

スクリーン

取水路

水中ポンプ投入口
（取水路点検口）

ホース
大湊側
防潮堤

T.M.S.L.‐3.5m

海水貯留堰

海水位低下

水中ポンプ設置位置（T.M.S.L.-4.5m）

水中ポンプ運転のために
約0.5m以上の水深が必要

 

第 3.5-1 図 大容量送水車の取水イメージ 
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 (2) 津波の二次的な影響による重大事故等対処設備の機能保持確認 

【規制基準における要求事項等】 

基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積が適切に評価されている

こと。 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物が適切に評価されていること。 

重大事故等対処設備については，次に示す方針を満足すること。 

 基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積，陸上斜面崩壊

による土砂移動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水

性が確保できる設計であること。 

 基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して海水ポンプ

が機能保持できる設計であること。 

 

【検討方針】 

基準津波に伴う 6 号及び 7 号炉の取水口付近の砂の移動・堆積や漂流

物を適切に評価する。その上で，重大事故等対処設備について，基準津波

による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積，陸上斜面崩壊による土砂移

動・堆積及び漂流物に対して各号炉の取水口及び取水路の通水性が確保

できる設計であること，浮遊砂等の混入に対して海水を取水するポンプ

が機能保持できる設計であることを確認する。 

具体的には，以下のとおり確認する。 

 遡上解析結果における取水口付近の砂の堆積状況に基づき，砂の堆

積高さが取水口下端に到達しないことを確認する。取水口下端に到

達する場合は，取水口及び取水路が閉塞する可能性を安全側に検討

し，閉塞しないことを確認する。 

 混入した浮遊砂は，スクリーン等で除去することが困難なため，海

水を取水するポンプそのものが運転時の砂の混入に対して軸固着し

にくい仕様であることを確認する。 

 基準津波に伴う取水口付近の漂流物については，遡上解析結果にお

ける取水口付近を含む敷地前面及び遡上域の寄せ波及び引き波の方

向，速度の変化を分析した上で，漂流物の可能性を検討し，漂流物

により取水口が閉塞しないことを確認する。また，スクリーン自体

が漂流物となる可能性が無いか確認する。 
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【検討結果】 

海水の取水を目的とした重大事故等対処設備である，常設重大事故等

対処設備の原子炉補機冷却海水ポンプ，可搬型重大事故等対処設備の大

容量送水車はともに，設計基準対象施設の非常用海水冷却系と同じ，6 号

炉，7 号炉の取水口・取水路から取水する。このため，取水口及び取水路

の通水性の確保に関わる評価は，「2.5 水位変動に伴う取水性低下による

重要な安全機能への影響防止」に示した内容に包含される。 

一方，浮遊砂等の混入に対する海水ポンプの機能保持できる設計であ

ることについては，原子炉補機冷却海水ポンプ，大容量送水車の各々につ

いて，以下のとおり確認している。 

 

a. 原子炉補機冷却海水ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポンプは，設計基準対象施設の非常用海水冷却系

の海水ポンプと同一の設備であり，確認内容は「2.5 水位変動に伴う取

水性低下による重要な安全機能への影響防止」に示したとおりである。 

 

b. 大容量送水車 

水位変動に伴う浮遊砂の平均濃度は，1.0×10-5wt%以下，平均粒径は

0.27mm であり，大容量送水車及び水中ポンプが取水する浮遊砂量はごく

微量である。一方で，同設備は，一般的に災害時に海水を取水するため

に用いられる設備であり，取水への砂混入に対しても耐性を有すること

から，取水への砂混入により機能を喪失することはない。 
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3.6 津波監視 

【規制基準における要求事項等】 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防護施設，浸水防止

設備の機能を確実に確保するために，津波監視設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，津波防護施設及び浸水防

止設備の機能を確実に確保するため，津波監視設備として，津波監視

カメラ及び取水槽水位計を設置する。 

 

【検討結果】 

津波監視設備の設置については，「2.6 津波監視」に示した設計基準

対象施設に対する津波監視と同様の方針を適用する。 
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4. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 

4.1 津波防護施設の設計 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設は，その構造に応じ，波力による侵食及び洗掘に対す

る抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越流時の耐

性にも配慮した上で，入力津波に対する津波防護機能が十分に保持で

きるように設計すること。 

 

【検討方針】 

津波防護施設（海水貯留堰）は，その構造に応じ，波力による侵食

及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安全性を評価

し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対する津波防護機能

が十分に保持できるように設計する。 

 

【検討結果】 

6 号及び 7 号炉では，基準津波による水位低下時に，補機取水槽内の

津波高さが原子炉補機冷却海水ポンプの取水可能水位を下回る時間に

おいても同ポンプの継続運転が可能となるよう，各号炉の取水口前面

に非常用取水設備として海水貯留堰を，津波防護施設（非常用取水設

備を兼ねる）と位置付けて設置する。 

海水貯留堰は，その構造に応じ，波力による侵食及び洗掘に対する

抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越流時の耐性

や構造境界部の止水にも配慮した上で，入力津波による津波荷重や地

震荷重等に対して津波防護機能が十分に保持できるように以下の方針

により設計する。 
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(1) 海水貯留堰 

海水貯留堰は，基準津波による水位低下時の補機取水槽内の津波高

さが原子炉補機冷却海水ポンプの取水可能水位を下回る時間に，1 プ

ラント当たり原子炉補機冷却海水ポンプを 6 台運転（全台運転）する

場合においても十分な量の海水を貯留できるものとして設計する。 

具 体 的 に は ， 6 号 及 び 7 号 炉 と も に ， 貯 留 堰 天 端 高 さ を

T.M.S.L.-3.5m とし，この際の原子炉補機冷却海水ポンプの継続運転

のための必要貯水量が「2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な

安全機能への影響防止」の「(1) 非常用海水冷却系の取水性」で示し

たとおり約 2,880m 3 であるのに対して，6 号炉では約 10,000m 3，7 号炉

では約 8,000m 3 の貯留容量をもつものとする。また，引き波時の余震

によるスロッシングを考慮しても十分な貯留容量を確保する。海水貯

留堰の貯留容量に関わる主要寸法を第 4.1-1 図に示す。 

海水貯留堰は津波荷重や地震荷重に対して津波防護機能が十分に

保持できるように以下の方針により設計する。 

 

a. 構造 

海水貯留堰は，取水口前面の海中に設置する鋼管矢板を連結した

構造物とする。鋼管矢板は，西山層もしくはその上位に分布する古

安田層中の粘性土に支持されている（添付資料 31 参照）。また，地

震時の護岸変位および引き波時の余震に対する貯留堰の相対変位に

対して津波防護機能を喪失しないよう配慮する（添付資料 32 参照）。

海水貯留堰の構造を第 4.1-1 図に示す。 
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6 号炉 
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7 号炉 

 
第 4.1-1 図 海水貯留堰の仕様・構造 
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b. 荷重組合せ 

海水貯留堰は取水口前面の海中に設置するものであることから，

設計においてはその設置状況を考慮し，以下に示す常時荷重，地震

荷重，津波荷重，漂流物衝突荷重及び余震荷重の組合せを考慮する。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋漂流物衝突荷重 

④常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，海水貯留堰は，水中に設置することから，その他自然現象

の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは考

慮しない。 (添付資料 27 参照) 

 

c. 荷重の設定 

海水貯留堰の設計において考慮する荷重は，以下のように設定す

る。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

○津波荷重 

津波による水位低下や，津波の繰り返し襲来を想定し，躯体に

作用する津波荷重を考慮する。（添付資料 28 参照） 

 

○漂流物衝突荷重 

対象とする漂流物を定義し，漂流物の衝突力を漂流物衝突荷重

として設定する。（添付資料 20，29 参照） 

 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動 Sd を適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての

考え方を添付資料 30 に示す。 

 

d. 許容限界 

海水貯留機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，止水性の面も踏まえるこ
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とにより，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有する

よう，構成する部材がおおむね弾性域内に収まることを基本とする。 

 



5 条-別添 1-Ⅱ-4-6 

4.2 浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠水後

の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，

入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計すること。 

 

【検討方針】 

浸水防止設備（取水槽閉止板，水密扉，止水ハッチ，貫通部止水処

置，床ドレンライン浸水防止治具，浸水防止ダクト及びダクト閉止板）

については，基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に

保持できるよう設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性等を評

価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対して浸水防止機

能が十分に保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

浸水防止設備としては，「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1）」及び

「2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護 2）」に示し

たとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び

区画に取水路，放水路等の経路から津波が流入及び漏水することがな

いよう，各号炉のタービン建屋地下の補機取水槽上部床面に設けられ

た点検口に取水槽閉止板を設置する。 

また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示

したとおり安全側に想定した浸水範囲に対して，設計基準対象施設の

津波防護対象設備を内包する浸水防護重点化範囲内が浸水することが

ないよう，タービン建屋内の浸水防護重点化範囲の境界にある扉，開

口部，貫通口等に，水密扉，止水ハッチ，床ドレンライン浸水防止治

具，浸水防止ダクト及びダクト閉止板の設置並びに貫通部止水処置を

実施する。浸水防止設備の種類と設置位置を整理し，第 4.2-1 表に示

す。 

各浸水防止設備の設計方針を以下に示す。 
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第 4.2-1 表 浸水防止設備の種類と設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 取水槽閉止板 

補機取水槽上部床面の床面高さが T.M.S.L.＋3.5m であるのに対し，

補機取水槽の入力津波高さはそれぞれ，6 号炉で T.M.S.L.＋8.4m，7

号炉で T.M.S.L.＋8.3m である。このため，津波防護対象設備を内包

する建屋であるタービン建屋への津波の流入防止のため，各補機取水

槽上部床面に設けられた取水槽の点検口に浸水防止設備として取水

槽閉止板を設置する。取水槽閉止板の設置位置は「2.2 敷地への浸水

防止（外郭防護 1）」の第 2.2-3-5 図，第 2.2-3-6 図に示したとおりで

ある。 

取水槽閉止板は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十

分に保持できるように以下の方針により設計する。 

 

a. 構造 

取水槽閉止板は，閉止板，閉止板枠等の鋼製部材により構成し，

閉止板枠は基礎ボルトにより建屋躯体に固定する。また，閉止板周

囲に止水ゴムを取付けることで浸水を防止する構造とする。取水槽

閉止板の構造例を第 4.2-1 図に示す。 

 

分類 種類 設置位置 
箇所数

（参考） 

外郭防護に係る 

浸水防止設備 
取水槽閉止板 

6 号及び 7 号炉 

タービン建屋地下 

補機取水槽上部床面 

9 

内郭防護に係る 

浸水防止設備 

水密扉 

6 号及び 7 号炉 

タービン建屋内 

浸水防護重点化範囲

境界 

33 

止水ハッチ 3 

貫通部止水処置 約 1,600 

床ドレンライン 

浸水防止治具 
約 230 

浸水防止ダクト 1 

ダクト閉止板 2 
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第 4.2-1 図 取水槽閉止板の構造例 

 

b. 荷重組合せ 

取水槽閉止板の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震

荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。  
①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，取水槽閉止板は，建屋内に設置することから，その他自然

現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せ

は考慮しない。(添付資料 27 参照) 

 

c. 荷重の設定 

取水槽閉止板の設計において考慮する荷重は，以下のように設定

する。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

平面図  断面図  

基礎ボルト  

閉止板  閉止板  

止水ゴム  

閉止板枠  



 

5 条-別添 1-Ⅱ-4-9 
 

的には余震による地震動として弾性設計用地震動 Sd を適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての

考え方を添付資料 30 に示す。 

 

d. 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能

力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収

まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 

 

 

第 4.2-2 図 取水槽閉止板の耐圧・漏水試験例 

■耐圧・漏水試験（例） 

・試 験 圧 力 ：0.356MPa 

・保 持 時 間 ：1 時間 
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(2) 水密扉 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す浸

水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る扉部に対して，浸

水防止設備として水密扉を設置する。水密扉の設置位置は添付資料 14

に示す。 

水密扉は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十分に保

持できるように以下の方針により設計する。 

なお，水密扉の運用管理については添付資料 33 に示す。 

 

a. 構造 

水密扉は，板材，補強材，扉枠等の鋼製部材により構成し，扉枠

はアンカーボルトにより建屋躯体に固定する。また，扉枠にパッキ

ンを取り付けることで浸水を防止する構造とする。水密扉の構造例

を第 4.2-3 図に示す。 

板材
補強材

扉枠

アンカー
ボルト

アンカー
ボルト

躯体

躯体

扉枠

補強材

板材

正面図

平面図

アンカー
ボルト

アンカー
ボルト

パッキン

 

第 4.2-3 図 水密扉の構造例 
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b. 荷重組合せ 

水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，水密扉は，建屋内に設置することから，その他自然現象の

影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは考慮

しない。(添付資料 27 参照) 

 

c. 荷重の設定 

水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動 Sd を適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての

考え方を添付資料 30 に示す。 

 

d. 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能

力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収

まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 
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第 4.2-4 図 水密扉の耐圧・漏水試験例 

 

■耐圧・漏水試験（例） 

・試 験 圧 力 ：0.20MPa 

・保 持 時 間 ：1 時間 
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(3) 止水ハッチ 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す浸

水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る機器搬入口に対し

て，浸水防止設備として止水ハッチを設置する。止水ハッチの設置位

置は添付資料 14 示す。 

止水ハッチは津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十分

に保持できるように以下の方針により設計する。 

 

a. 構造 

止水ハッチは，鉄筋コンクリート製のハッチカバーに加え，鉄骨

梁（H 形鋼），浮き上がり防止金具等の鋼製部材により構成し，浮き

上がり防止金具はアンカーボルトを介して床に固定する。また，隙

間部にはシリコーンシール材を施工することにより，浸水を防止す

る構造とする。止水ハッチの構造例を第 4.2-5 図に示す。 

 

 

 

シリコーンシール材
ハッチカバー

床
床

浮上り防止金物（鋼板）

ハッチカバー
浮上り防止金物（鋼板）

床
床

Ｈ形鋼

Ｈ形鋼

平面図

床

浮上がり防止金物（鋼板）

ハッチカバー

A A

B

B

A-A断面

シリコーンシール材

B-B断面

アンカーボルト

アンカーボルト

 

第 4.2-5 図 止水ハッチの構造例 
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b. 荷重組合せ 

止水ハッチの設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷

重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，止水ハッチは，建屋内に設置することから，その他自然現

象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは

考慮しない。(添付資料 27 参照) 

 

c. 荷重の設定 

止水ハッチの設計において考慮する荷重は，以下のように設定す

る。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動 Sd を適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての

考え方を添付資料 30 に示す。 

 

d. 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能

力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収

まることを確認する。 

なお，止水性能については耐圧・漏水試験で確認する。 
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第 4.2-6 図 止水ハッチの耐圧・漏水試験例 

 

■耐圧・漏水試験（例） 

・試 験 圧 力 ：0.06MPa 

・保 持 時 間 ：24 時間 
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(4) 貫通部止水処置 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す浸

水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る貫通口部等に対し

て，浸水防止設備として貫通部止水処置を実施する。貫通部止水処置

の実施範囲及び実施例は添付資料 14 に示す。 

貫通部止水処置は，第 4.2-2 表に示す止水構造に分類でき，貫通部

の形状等に応じて適切な止水構造を選択し実施する。 

これらの止水処置の設計においては，以下に示すとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，貫通部止水処置は建屋内の貫通部等に実施することから，そ

の他自然現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との

組合せは考慮しない(添付資料 27 参照)。 

ここで，貫通部止水処置の設計において考慮する荷重は，以下のよ

うに設定する。 

    ○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を 

考慮する。 

 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動 Sd を適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての

考え方を添付資料 30 に示す。 

 

また，上記荷重の組合せに対して，各止水構造の浸水防止機能が十

分に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 
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第 4.2-2 表 止水構造 

止水構造 特徴・主な用途 
変位  

追従性 
適用範囲 

充てん構造 

（シリコーン 

シール材） 

貫 通 口 と 貫 通 物 の 間 の 隙

間 に ， 鋼 板 に よ る 補 強 板

を 設 け た 上 で シ リ コ ー ン

シ ー ル 材 を 充 て ん ， あ る

い は 貼 り 付 け る こ と に よ

り止水する構造 

○一定の変位追従性を有するもので，貫

通物の温度（内包流体温度等）がシー

ル材の使用制限温度以下で，かつ大き

な熱移動が生じない低温配管部，地震

に よ る 躯 体 と 貫 通 物 間 の 相 対 変 位 が

小さい箇所に適する 

小～中 
・地震相対変位及び熱変位

の合計が 25mm 以下  

ブーツ構造 

貫 通 口 と 貫 通 物 の 間 の 隙

間 に ラ バ ー ブ ー ツ を 設 置

す る こ と に よ り 止 水 す る

構造 

○変位追従性に優れ，地震による躯体と

貫通物間の相対変位が大きい箇所，高

温 配 管 で 配 管 の 熱 移 動 が 生 じ る 箇 所

に適する 

大  
・地震相対変位及び熱変位

の合計が 25mm 超  

充てん構造 

（モルタル） 

貫 通 口 あ る い は 貫 通 口 と

貫 通 物 の 間 の 隙 間 に モ ル

タ ル を 充 て ん す る こ と に

より止水する構造 

○経年劣化等に対する耐久性に優れる 

○剛性が高く，高い拘束力を有するため

変位追従性がなく，躯体と貫通物間で

相 対 変 位 が 生 じ な い 箇 所 （ 低 温 配 管

部，地震による相対変位が生じない箇

所）に適する 

無  

・最高使用温度 66℃以下 

 （当該範囲であれば熱変

位の影響は軽微） 

・地震相対変位なし 

閉止構造 

貫 通 口 に 金 属 性 の 閉 止 板

を 溶 接 す る ， あ る い は 閉

止 フ ラ ン ジ ， 閉 止 栓 等 を

シ ー ル 材 と と も に ボ ル ト

や ね じ 込 み 等 に よ り 取 り

付 け る こ と に よ り 止 水 す

る構造 

○ 予 備 ス リ ー ブ 等 の 閉 塞 可 能 な 箇 所 に

適する 

○「充てん構造」では充てん材の充てん

量 が 多 く な り 施 工 性 に 難 の あ る 大 型

開口部などに適する 

－  ・閉止が可能な貫通口 
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a. 充てん構造（シリコーンシール材） 

充てん構造（シリコーンシール材）は，一定の変位追従性を有す

るものであり，貫通物の温度（内包流体温度等）がシール材の使用

制限温度以下で，かつ大きな熱変位が生じない低温配管部であり，

地震による躯体と貫通物間の相対変位が小さい箇所（具体的には，

貫通物である配管等の地震相対変位及び熱変位の合計が 25mm 以下と

なる箇所）に適用する。 

同構造は，以下のとおり設計する。 

 

(a) 構造 

充てん構造（シリコーンシール材）は貫通口と貫通物の間の隙間

に，鋼板による補強板を設けた上でシリコーンシール材を充てんあ

るいは貼り付けることにより止水する構造とする。本構造の標準的

な構造の概要を第 4.2-7 図に示す。 

 

 

 

 

第 4.2-7 図 充てん構造（シリコーンシール材）の概要 

 

(b) 耐圧性及び水密性 

耐圧性は補強板及びシリコーンシール材が担い，シリコーンシー

ル材により水密性を確保することを基本としており，設置箇所で想

定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できることを，実機を

模擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第 4.2-8 図に示す。 

 

(c) 耐震性 

壁貫通口等を通る配管等の貫通物が同一建屋内に設置される支

壁  

貫通物  

シ リ コ ー ン シ ー ル 材  

補 強 板 （ 鋼 板 ）  

補 強 材 （ 不 燃 シ ー ト ）  
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持構造物により拘束されており，地震時に建屋と配管等が連動した

振動となっている場合，シール材への地震の影響は軽微と考えられ

る。本構造はこのような箇所に適用するものであり，地震に対して

浸水防止機能を維持できることは，(b)に記載する実機模擬試験に

おいて熱変位及び地震相対変位を模擬した変位を付与した状態で

耐圧・漏水試験を行うことにより確認する（第 4.2-8 図参照）。 

 

 

 

 

第 4.2-8 図 実機模擬耐圧・漏水試験例 

（充てん構造（シリコーンシール材）） 

 

 

シール材

圧力指示計  
加圧  

漏斗

漏水受

静 水 頭 圧

変 位

試験装置外観

試験装置内部

シール材

配管を模擬

変位を付与

補強板  

■試験条件（例） 

・貫 通 物 口 径：100A 

・シール材試験体厚さ：80mm 

・水 圧：0.4MPa（40m 水頭相当） 

・貫 通 物 変 位：軸，軸直角方向ともに 25mm 

・保 持 時 間 ：24 時間   
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b. ブーツ構造 

ブーツ構造は変位追従性に優れるため，配管等の貫通部のうち，

地震による躯体と貫通物間の相対変位が大きい箇所，高温配管で配

管の熱移動が生じる箇所（具体的には，貫通物である配管等の地震

相対変位及び熱変位の合計が 25mm を超える箇所）に適用する。 

同構造は，以下のとおり設計する。 

 

(a) 構造 

ブーツ構造は貫通口と貫通物の間の隙間に，ラバーブーツ（シー

ルカバー）を設置することにより止水する構造とする。本構造の標

準的な構造の概要を第 4.2-9 図に示す。 

 

  

シールカバー

クランプフランジ壁

壁

配管

ベース板

シールカバー

クランプフランジ壁

壁

配管

ベース板

シールカバー

ベース板

バンド

配管

壁

壁

バンド
シールカバー

ベース板

バンド

配管

壁

壁

バンド

 

 

第 4.2-9 図 ブーツ構造の概要 

 

(b) 耐圧性及び水密性 

伸縮性のあるシールカバーを貫通口と貫通物の隙間に設置する

ことで，耐圧性及び水密性を確保することを基本としており，設置

箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できることを，

実機を模擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第 4.2-10 図に示す。 

 

(c) 耐震性 

地震に対して浸水防止機能を維持できることは，(b)に記載する

実機模擬試験において熱変位及び地震相対変位を模擬した変位を

付 与 し た 状態 で 耐 圧 ・ 漏 水 試験 を 行 う こ と に より 確 認 す る （第

4.2-10 図参照）。 
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第 4.2-10 図 実機模擬耐圧・漏水試験例（ブーツ構造） 

 

 

 

 

 

 

■試験条件（例） 

・貫 通 口 径 ：350A 

・水 圧：0.2MPa（20m 水頭相当） 

・貫 通 物 変 位：軸方向 100mm 

軸直角方向 50mm 

・保 持 時 間 ：24 時間   

＜加圧前＞ ＜加圧中＞

変位付与
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c . 充てん構造（モルタル） 

充てん構造（モルタル）は，剛性が高く，高い拘束力を有するた

め変位追従性がないことから，配管等の貫通部のうち，躯体と貫通

物間との相対変位が生じない箇所（具体的には，地震相対変位がな

く，配管の運転温度が 66℃以下であり，熱変位の影響が軽微と評価

できる箇所）に適用する。 

同構造は，以下のとおり設計する。 

 

(a) 構造 

充てん構造（モルタル）は貫通口内あるいは貫通口と貫通物の間

の隙間にモルタルを充てんすることにより止水する構造とする。本

構造の標準的な構造の概要を第 4.2-11 図に示す。 

 

 
 

第 4.2-11 図 充てん構造（モルタル）の概要 

 

(b) 耐圧性及び水密性 

貫通部のモルタル充てんに無収縮モルタルを使用することによ

り，隙間が生じにくい設計とすることで水密性を確保することを基

本とする。 

また，モルタルは基本的に壁・床面と同等の強度を有し，圧縮強

度や付着強度も高いため，耐圧性は十分にあるものと考えられる。 

代表ケースに対して，耐圧性について以下に示す内容で評価を実

施した。この評価結果により，実機で想定される条件（浸水深及び

貫通口寸法）においては，必要な耐圧性を有するものと判断する。 

 

 

壁  

貫 通 口  
（ 貫 通 ス リ ー ブ 等 ）  

貫 通 物  

モ ル タ ル  
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○評価条件 

評価条件 備考 

スリーブ径 mm R  

モルタル充てん深さ mm L  

配管径 mm r  

モルタル付着強度 N/mm 2 1 
「コンクリート標準示方書

(2007 年制定)」による 

静水頭圧 N/mm 2 0.2 20m 相当静水頭圧 

 

 

← ← ← ←
← ← ← ←

← ← ← ←
← ← ← ←

スリーブ
壁

モルタル付着力

配管

モルタル

水圧

Ｒ ｒ

Ｌ

← ← ← ←
← ← ← ←

← ← ← ←
← ← ← ←

スリーブ
壁

モルタル付着力

配管

モルタル

水圧

Ｒ ｒ

Ｌ
 

第 4.2-12 図 充てん構造（モルタル）の評価モデル 

 

○評価方法 

①モルタル部分に作用する水圧荷重（P1） 

静水頭圧がモルタル部分に作用したときに生じる荷重は以

下のとおり。 

 

P1 [N]＝0.2 [N/mm 2]×(π/4×R 2) [mm 2] 

 

②モルタルの許容付着荷重（P2） 

静水頭圧がモルタル部分に作用したときに，モルタルが耐

える限界の付着荷重は以下のとおり。 

 

P2 [N]＝1 [N/mm 2]×(π×(R+r)×L) [mm 2] 
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モルタルの付着強度は付着面積に比例するため，最も保守

的な条件として貫通物がない状態（r=0）を想定すると，許容

付着荷重（P2）は次のとおりとなる。 

 

P2[N] ＝1 [N/mm 2]×(π×R×L) [mm 2] 

 

静水頭圧に対する耐性を確保するためには，P1＜P2 である

必要があるため，以上より耐性の確保可否の評価方法（判定

基準）は以下のとおり整理できる。 

 

0.05×R [mm] ＜ L [mm] 

 

○評価結果 

上式より，充てん構造（モルタル）が静水頭圧に対する耐圧

性を確保するためには，貫通スリーブ径の 5％を超える深さの

モルタル充てんが必要であることがわかる。 

ここで，実機に存在する主要なスリーブの径は 100A～ 600A

程度であり，600A のスリーブに対して必要充てん深さを評価

すると約 30mm となる。一方，貫通部止水処置の施工対象とす

る壁は 30mm 程度以上の厚さを有しており，モルタルの充てん

は壁厚と同程度の深さの施工がされる。 

以上より，実機の条件を考慮すると，本構造は必要な水圧に

対する耐圧性を有するものと評価できる。 

なお，本構造では貫通口寸法が大きくなるに従い耐圧性を確

保することが困難となるため，第 4.2-2 表に示したとおり，大

開口に対しては，本構造ではなく閉止構造等を適用することと

する。 

 

 

(c) 耐震性 

基準地震動 Ss に対して，浸水防止機能が保持できることを評価

により確認する。 
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d. 閉止構造 

閉止構造は，予備スリーブ等の閉止が可能な箇所に適用する。 

同構造は，以下のとおり設計する。  

 

(a) 構造 

閉止構造は貫通口に金属性の閉止板を溶接する，あるいは閉止フ

ランジ，閉止栓等をシール材とともにボルトやねじ込み等により取

り付けることにより止水する構造とする。本構造の標準的な構造の

概要を第 4.2-13 図に示す。 

 

壁
貫通口

（予備スリーブ等）

閉止板

溶接

  

壁

貫通口
（予備電線管等）

ゴムシール

シリコン
シール

閉止栓

 

 

第 4.2-13 図 閉止構造の概要 

 

(b) 耐圧性及び水密性 

設置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できる

ことを，評価あるいは試験により確認する。 

 

(c) 耐震性 

基準地震動 Ss に対して，浸水防止機能が保持できることを評価

により確認する。 
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(5) 床ドレンライン浸水防止治具 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す浸

水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る床ドレンライン部

に対して，浸水防止設備として床ドレンライン浸水防止治具を設置す

る。床ドレンライン浸水防止治具の実施範囲は添付資料 14 に示す。 

床ドレンライン浸水防止治具は閉止治具（閉止キャップ及び閉止

栓），フロート式止水治具及び逆止弁式止水治具に分類でき，床ドレ

ンラインの要求事項（排水機能の要否等）により適切な治具を選択し

設置する。 

これらの浸水防止治具の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

    ①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，床ドレンライン浸水防止治具は，建屋内に設置することから，

その他自然現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重と

の組合せは考慮しない。(添付資料 27 参照) 

ここで，床ドレンライン浸水防止治具の設計において考慮する荷重

は，以下のように設定する。 

    ○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には，余震による地震動として弾性設計用地震動 Sd を適用

し，これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっ

ての考え方を添付資料 30 に示す。 
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また，上記荷重の組合せに対して，各浸水防止治具の浸水防止機能

が十分保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

 

a. 閉止治具（閉止キャップ及び閉止栓） 

閉止治具は，浸水防止要求があり，溢水発生時に排水を期待しな

いファンネルに対して適用する。閉止治具には閉止キャップと閉止

栓の二種類があり，ドレンラインにねじ切り部がある場合には前者

を，ない場合には後者を選択する。 

同治具は，以下のとおり設計する。 

 

(a) 構造 

閉止治具は，床ドレンラインに鋼製の閉止キャップをゴムパッキ

ンとともに，あるいは閉止栓を O リング及びゴムリングとともにね

じ込む等により設置することで，床ドレンラインからの逆流を防止

する構造とする。 

閉止治具の外観及び構造例を第 4.2-14 図に示す。 

 

   
閉止キャップ 

 

         

閉止栓 

 

第 4.2-14 図 閉止治具の外観及び構造例 

ゴ ム パ ッ キ ン  

O リ ン グ  

ゴ ム リ ン グ  
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(b) 耐圧性及び水密性 

設置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できる

ことを，実機を模擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第 4.2-15 図及び第 4.2-16 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-15 図 実機模擬耐圧・漏水試験例（閉止キャップ） 

■試験条件（例） 

・水 圧：1.0MPa 

・保 持 時 間：24 時間   

圧力計

閉止キャップ
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第 4.2-16 図 実機模擬耐圧・漏水試験例（閉止栓） 

 

(c) 耐震性 

基準地震動 Ss に対して，浸水防止機能が保持できることを評価

または加振試験により確認する。 

 

■試験条件（例） 

・水 圧：1.0MPa 

・保 持 時 間：24 時間   
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b. フロート式止水治具 

フロート式止水治具は，逆流方向に対して浸水防止要求があり，

溢水発生時に排水を期待するファンネルに対して適用する。 

同治具は，以下のとおり設計する。 

 

(a) 構造 

フロート式止水治具は，フロートを内包した鋼製の治具であり，

フロートが水の浮力により上昇し，開口部を閉鎖することで床ドレ

ンラインからの逆流を防止する構造とする。 

フロート式止水治具の外観及び構造例を第 4.2-17 図に示す。 

 

     

 

第 4.2-17 図 フロート式止水治具の外観及び構造例 

 

(b) 耐圧性及び水密性 

設置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できる

ことを，実機を模擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第 4.2-18 図に示す。 

フ ロ ー ト  
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第 4.2-18 図 実機模擬耐圧・漏水試験例（フロート式止水治具） 

 

(c) 耐震性 

基準地震動 Ss に対して，浸水防止機能が保持できることを評価

または加振試験により確認する。 

加振試験の例を第 4.2-19 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-19 図 加振試験例（フロート式止水治具） 

■耐圧・漏水試験条件（例） 

・圧 力：0.45MPa 

・保 持 時 間：10 分間 

■加振試験条件（例） 

・水平方向振動周波数 ：20Hz 

・水 平 方 向 加 速 度 ：6.0G 

・鉛直方向振動周波数 ：20Hz 

・鉛 直 方 向 加 速 度 ：6.0G 

・加 振 時 間 ：5 分間 
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c. 逆止弁式止水治具 

逆止弁式止水治具は，逆流方向に対して浸水防止要求があり，か

つ，設置許可基準規則 第八条（火災による損傷の防止）への適合の

ため，他の火災区域からの煙等による安全機能への影響防止を目的

とした煙等の流入防止要求があり，溢水発生時に排水を期待するフ

ァンネルに対して適用する。 

同治具は，以下のとおり設計する。 

 

(a) 構造 

逆止弁式止水治具は，通常時はスプリングにより蓋がスポンジパ

ッキンに押し付けられることにより，床ドレンラインからの逆流を

防止するとともに，遮煙性能を有する構造とする。一方で，治具設

置床面が浸水し，当該治具に作用する静水頭圧がスプリングの押し

付け力を上回った場合には，蓋が下方に移動し，排水を行う隙間を

確保できる構造とする。 

逆止弁式止水治具の外観及び構造例を第 4.2-20 図に示す。 

 

   

 

 

第 4.2-20 図 逆止弁式止水治具の外観及び構造例 

 

(b) 耐圧性及び水密性 

設置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が保持できる

ことを，実機を模擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第 4.2-21 図に示す。 

ス ポ ン ジ パ ッ キ ン  

ス プ リ ン グ  蓋  
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第 4.2-21 図 実機模擬耐圧・漏水試験例（逆止弁式止水治具） 

 

(c) 耐震性 

基準地震動 Ss に対して，浸水防止機能が保持できることを評価

または加振試験により確認する。 

加振試験の例を第 4.2-22 図に示す。 

水平方向

加速度ピックアップ

逆止弁式止水治具

固定治具

振動試験機

垂直方向

弁部

 

 

 

第 4.2-22 図 加振試験例（逆止弁式止水治具） 

 

(d) 遮煙性能 

建築基準法に定める遮煙性能確認試験を実施することにより，遮

煙性能を満足することを確認する。  

■耐圧・漏水試験条件（例） 

・圧 力：1.10MPa 

・保 持 時 間：6 分間 

■加振試験条件（例） 

・水平方向振動周波数 ：10Hz 

・水 平 方 向 加 速 度 ：6.0G 

・鉛直方向振動周波数 ：10Hz 

・鉛 直 方 向 加 速 度 ：6.0G 

・加 振 時 間 ：5 分間 

水圧テストポンプ

圧力計逆止弁式止水治具

高圧ホース
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■遮煙性能確認試験条件 

・試 験 体 両 面 圧 力 差 ：20Pa 

・判 定 基 準 ：漏気量 毎分 5m 3 以下/m 2  

（標準状態（20℃，1 気圧）換算） 
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(6) 浸水防止ダクト 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す浸

水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る空調ダクト（ダク

トシャフト）の排気口に対して，浸水防護重点化範囲への浸水を防止

することを目的として排気口の位置を上方に移すため，浸水防止設備

として浸水防止ダクトを設置する。浸水防止ダクトの設置位置は添付

資料 14 に示す。 

浸水防止ダクトは津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が

十分に保持できるように以下の方針により設計する。 

 

a. 構造 

浸水防止ダクトは，鋼材による鋼板ダクト部，ダクト部を支持す

るサポート部，閉止部等により構成し，空調ダクト（ダクトシャフ

ト）の排気口を新規に鋼製のダクトで立ち上げることにより，ダク

トシャフト内に流入した津波が，排気口から浸水防護重点化範囲に

浸水することを防止する。 

浸水防止ダクトの外観及び構造例を第 4.2-23 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-23 図 浸水防止ダクトの外観及び構造例 
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b. 荷重の組合せ 

浸水防止ダクトの設計においては，以下のとおり，常時荷重，地

震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，浸水防止ダクトは，建屋内に設置することから，その他自

然現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合

せは考慮しない。(添付資料 27 参照) 

 

c. 荷重の設定 

浸水防止ダクトの設計において考慮する荷重は，以下のように設

定する。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動 Sd を適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての

考え方を添付資料 30 に示す。 

 

d. 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能

力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収

まることを確認する。 
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(7) ダクト閉止板 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す浸

水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る空調ダクト（ダク

トシャフト）の排気口に対して，浸水防護重点化範囲への浸水を防止

することを目的として排気口を閉止するため，浸水防止設備としてダ

クト閉止板を設置する。ダクト閉止板の設置位置は添付資料 14 に示

す。 

ダクト閉止板は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十

分に保持できるように以下の方針により設計する。 

 

a. 構造 

ダクト閉止板は，鋼材による閉止板により構成し，空調ダクト（ダ

クトシャフト）の排気口に閉止板を取り付け全周溶接することで，

ダクトシャフト内に流入した津波が，排気口から浸水防護重点化範

囲に浸水することを防止する。 

ダクト閉止板の外観及び構造例を第 4.2-24 図に示す。 

 

 

                

 

 

第 4.2-24 図 ダクト閉止板の外観及び構造例 
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b. 荷重の組合せ 

ダクト閉止板の設計においては，以下のとおり常時荷重，地震荷

重，津波荷重及び余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，ダクト閉止板は，建屋内に設置することから，その他自然

現象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せ

は考慮しない。(添付資料 27 参照) 

 

c. 荷重の設定 

ダクト閉止板の設計において考慮する荷重は，以下のように設定

する。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 

 

○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具 

体的には余震による地震動として弾性設計用地震動 Sd を適用

し，これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっ

ての考え方を添付資料 30 に示す。 

 

d. 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能

力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収

まることを確認する。 
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4.3 津波監視設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

津波監視設備については，津波の影響（波力，漂流物の衝突等）に

対して，影響を受けにくい位置への設置，影響の防止策・緩和策等を

検討し，入力津波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計

すること。 

 

【検討方針】 

津波監視設備については，津波の影響（波力，漂流物の衝突等）に

対して，影響を受けにくい位置への設置，影響の防止策・緩和策等を

検討し，入力津波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計

する。 

 

【検討結果】 

津波監視設備としては，津波監視カメラと取水槽水位計を設置する。 

津波監視カメラは，耐震性，耐津波性を有し，敷地前面における津

波襲来状況の監視が可能な場所として，7 号炉原子炉建屋屋上に設置さ

れた主排気筒の T.M.S.L.＋76m の位置に設置する。 

一方，取水槽水位計は T.M.S.L.＋3.5m の 6 号及び 7 号炉の補機取水

槽の上部床面（タービン建屋海水熱交換器区域地下 1 階床面）に設置

するものであり当該部における入力津波高さよりも低位への設置とな

るが，「2. 設計基準対象施設の津波防護方針」に示したとおり，当該

設置エリアは外郭防護と内郭防護により浸水の防止及び津波による影

響からの隔離を図っている。このため，取水槽水位計についても津波

の影響を受けることはない。 

以上のとおり，津波監視設備は入力津波に対して津波監視機能が保

持できる設計としている。 

津波監視設備の設置の概要を第 4.3-1 図に，また，設備ごとの設計

方針の詳細を以下に示す。 
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第 4.3-1 図 津波監視設備の設置概要 
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(1) 津波監視カメラ 

a. 仕様 

津波監視カメラは，耐震性，耐津波性を有し，敷地前面における

津波襲来状況の監視が可能な場所として，7 号炉主排気筒 T.M.S.L.

＋76m に設置する。なお，当該の設置位置は本設のグレーチングフロ

ア上であり，かつ同じフロアへは本設の階段が敷設されているため，

施工や保守の作業，アクセスに当たり支障はない。 

敷地内の状況及び敷地前面における津波襲来状況をリアルタイム

かつ継続的に把握するため，視野角が広く（水平 360°，垂直±90°

旋回可能），光学及び赤外線撮像機能を有するカメラを選定する。撮

影した映像は 6 号炉，7 号炉それぞれの中央制御室に設置した監視設

備に表示可能とし，本体及び監視設備は非常用電源から受電するこ

とで，交流電源喪失時においても監視が継続可能な設計とする。 

津波監視カメラの設置位置を第 4.3-2 図に，また監視カメラの映

像イメージを第 4.3-3 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3-2 図 津波監視カメラ設置位置  

原 子 炉 建 屋  

タ ー ビ ン 建 屋  

主 排 気 筒  
T.M.S.L.＋ 76m  
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第 4.3-3 図 津波監視カメラ映像イメージ 

 

 

b. 設備構成 

津波監視カメラは，カメラ本体，カメラ取付用架台，通信ボック

ス，監視設備，電線管から構成されている。設備構成の概要を第 4.3-4

図に示す。 

なお，津波監視カメラ本体は，7 号炉主排気筒に 2 台（主排気筒を

挟んで対角に設置），監視設備については，6 号炉中央制御室及び 7

号炉中央制御室にそれぞれ 1 台設置することで，6 号炉中央制御室及

び 7 号炉中央制御室のいずれからも津波の襲来状況を監視可能な設

計とする。 
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第 4.3-4 図 津波監視カメラ設備構成 

津波監視カメラ（本体）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 号炉主排気筒 

T.M.S.L.+76m 

 

監視設備  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 号炉中央制御室／ 

7 号炉中央制御室 

設 置 フロア（T.M.S .L+76m）平 面 図  
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c. 構造強度評価及び機能維持評価 

津波監視カメラが使用条件及び想定される自然条件下において要

求される機能を喪失しないことを確認する。 

当該設備は主排気筒に設置されるものであることから，想定され

る自然条件のうち設備に与える影響が大きいものとしては地震と竜

巻が考えられる。このうち竜巻については「第 6 条 外部からの衝

撃による損傷の防止」において説明するものとし，ここでは使用条

件及び地震に対する評価方針を示す。 

なお，自然条件のうち津波については前述のとおり，その影響を

受けることのない設計としているため，荷重組合せ等での考慮は要

しない。 

 

(a) 評価方針 

津波監視カメラが基準地震動 Ss に対して要求される機能を喪失

しないことを確認するため，カメラ取付用架台及び電線管に対する

構造強度評価を実施する。また，カメラ本体，通信ボックス，監視

設備の機能維持評価を実施する。 

 

(b) 荷重組合せ 

津波監視カメラの設計においては以下のとおり，常時荷重，地震

荷重に加えて，風荷重，積雪荷重及び降下火砕物荷重との組合せを

考慮する。 (添付資料 27 参照) 

 

①常時荷重＋地震荷重＋風荷重＋積雪荷重 

②常時荷重＋地震荷重＋風荷重＋降下火砕物荷重＋積雪荷重 
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(c) 荷重の設定 

津波監視カメラの設計において考慮する荷重は，以下のように設

定する。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

〇その他自然現象による荷重（積雪荷重，降下火砕物荷重及び風

荷重） 

「第 6 条 外部からの衝撃による損傷の防止」に従い，積雪荷

重及び降下火砕物荷重を考慮する。 

また，「設置許可審査ガイド」に従い，風荷重を考慮する。  

ここで，風荷重としては，基準風速を適用することとし，竜巻  

については発生頻度が小さいことから，他の自然現象による荷

重との組合せの観点では考慮せず，竜巻に対する評価は「第 6

条 外部からの衝撃による損傷の防止」において説明する。 

 

(d) 許容限界 

津波監視機能に対する機能保持限界として，津波監視カメラが基

準地震動 Ss に対して機能維持することを確認する。 

また，津波監視カメラを支持する 7 号炉主排気筒及びカメラ取付

用架台については，それらを構成する部材が(b)にて考慮する荷重

の組合せに対して，津波監視カメラの支持機能を維持することを確

認する。 

 

(e) 防塵性能・防水性能 

上記の荷重に関する評価に加えて，防塵性能および防水性能につ

いても考慮する。 

津波監視カメラは，保護等級「IP66」（日本工業規格 JIS C 0920）

相当のものを設置することで，防塵性能と防水性能（防塵性能につ

いては，粉塵が内部に入らない程度。防水性能については，あらゆ

る方向からの強い噴流水によっても，有害な影響がない程度。）が

保証される。 
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(2) 取水槽水位計 

a. 仕様 

取水槽水位計は，地震発生後に津波が発生した場合，津波の襲来

を想定し，特にその水位変動の兆候を早期に把握するため，6 号及び

7 号炉の補機取水槽に設置する。 

基準津波襲来時の取水槽水位（入力津波高さ）に関しては，取水

口前面に海水貯留堰を設けたことから，第 4.3-1 表のとおり評価し

ている。 

 

第 4.3-1 表 取水槽に関わる入力津波高さ 

 6 号炉  7 号炉  

取水口 取水槽 取水口 取水槽 

水位上昇側 
入力津波高さ 

T.M.S.L.（ m）  
＋ 7.5 ＋ 8.4 ＋ 7.2 ＋ 8.3 

水位下降側 
入力津波高さ 

T.M.S.L.（ m）  
－ 3.5※ 1 － 4.0 － 3.5※ 1 － 4.3 

※ 1：海水貯留堰の天端標高により定まる 

 

上記の取水槽水位を考慮し，測定範囲を 6 号炉で T.M.S.L.－6.5m

～T.M.S.L.＋9.0m，7 号炉で T.M.S.L.－5.0m～T.M.S.L.＋9.0m とし

た設計としている。また，取水槽水位計は非常用電源から受電して

おり，交流電源喪失時においても監視が継続可能な設計としている。 

取水槽水位計の設置位置を第 4.3-5 図に示す。 
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平面配置図                        断面配置図（6 号炉の例） 

 

 

第 4.3-5 図 取水槽水位計設置位置 

取水槽水位計  

取水路部平面図  
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b. 設備構成 

取水槽水位計は，水位計本体（バブラー管），差圧検出ユニット（パ

ージセット），監視設備で構成されている。設備構成の概要を第 4.3-6

図に示す。 

計装用圧縮空気系（IA 系）からの空気供給を受け，取水槽の内圧

と大気圧の差圧を検出する。地震によって IA 配管が損傷した際には，

IA からの圧力を受けて閉状態となっていた空気式遮断弁が開き，ボ

ンベ側からの空気供給が開始される。ボンベは 30 時間程度の水位計

測が可能な容量を有し，継続的な監視が可能な設計とする。また，

図中設備は全て建屋内への設置とし，外部環境からの悪影響は受け

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3-6 図 取水槽水位計設備構成の概要 
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c. 構造・強度評価及び機能維持評価 

取水槽水位計が使用条件及び想定される自然条件下において要求

される機能を喪失しないことを確認する。 

当該設備は屋内に設置されるものであり想定される自然条件のう

ち設備に与える影響が大きいものとしては地震が考えられることか

ら，ここでは使用条件及び地震に対する評価方針を示す。 

 

(a) 評価方針 

取水槽水位計が基準地震動 Ss に対して要求される機能を喪失し

ないことを確認するため，水位計本体（バブラー管），ボンベ，配

管に対する構造強度評価，差圧検出ユニット（パージセット）の機

能維持評価，さらに監視設備については構造強度評価及び機能維持

評価の両者を実施する。 

 

(b) 荷重組合せ 

取水槽水位計の設計においては以下のとおり，常時荷重，地震荷

重，津波荷重，余震荷重を考慮する。その他自然現象の影響が及ば

ない建屋内に設置することから，その他自然現象による荷重との組

合せは考慮しない。(添付資料 27 参照) 

また，取水槽水位計は，漂流物が衝突する恐れのない位置に設置

することから，漂流物衝突荷重は考慮しない。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 

(c) 荷重の設定 

取水槽水位計の設計において考慮する荷重は，以下のように設定

する。 

○常時荷重 

自重等を考慮する。 

 

○地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

 

○津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考

慮する。 
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○余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体

的には余震による地震動として弾性設計用地震動 Sd を適用し，

これによる荷重を余震荷重として設定する。適用に当たっての

考え方を添付資料 30 に示す。 

 

(d) 許容限界 

津波監視機能に対する機能保持限界として，差圧検出ユニット

（パージセット），監視設備が基準地震動 Ss に対して機能維持する

ことを確認する。 

また，地震後，津波後の再使用性や，津波の繰り返し作用を想定

し，水位計本体（バブラー管），ボンベ，配管，監視設備を構成す

る部材が弾性域内に収まること確認する。 
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4.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 

(1) 津波防護施設，浸水防止設備等の設計における検討事項 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設,浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たっ

ては，次に示す方針（津波荷重の設定，余震荷重の考慮，津波の繰返

し作用の考慮）を満足すること。 

 各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波力・

波圧，洗掘力，浮力等）について，入力津波から十分な余裕を

考慮して設定すること。 

 サイトの地学的背景を踏まえ，余震の発生の可能性を検討する

こと。 

 余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による

荷重との組合せを考慮すること。 

 入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰返し襲来による作用

が津波防護機能，浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する

こと。 

 

【検討方針】 

津波防護施設，浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たり，

津波荷重の設定，余震荷重の考慮，津波の繰返し作用の考慮に関して

次に示す方針を満足していることを確認する。 

 各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波力・

波圧，洗掘力，浮力等）について，入力津波から十分な余裕を

考慮して設定する。 

 サイトの地学的背景を踏まえ，余震の発生の可能性を検討する。 

 余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による

荷重との組合せを考慮する。 

 入力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰返しの襲来による作

用が津波防護機能，浸水防止機能へ及ぼす影響について検討す

る。 

 

【検討結果】 

津波荷重の設定，余震荷重の考慮及び津波の繰返し作用の考慮のそ

れぞれについては，以下のとおりとしている。 

 

a. 津波荷重の設定 

津波荷重の設定について，以下の不確かさを考慮する。 

 入力津波が有する数値計算上の不確かさ 



 

5 条-別添 1-Ⅱ-4-52 

 各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に

介在する不確かさ 

 

b. 余震荷重の考慮 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の耐津波設計では，津波の

波源の活動に伴い発生する余震による荷重を考慮する。 

具体的には，柏崎刈羽原子力発電所周辺の地学的背景を踏まえ，

弾性設計用地震動 Sd を 6 号及び 7 号炉の耐津波設計で考慮する余震

による地震動として適用し，これによる荷重を設計に用いる。適用

に当たっての考え方を添付資料 30 に示す。 

各施設，設備の設計に当たっては，その個々について津波による

荷重と余震による荷重の重畳の可能性，重畳の状況を検討し，それ

に基づき入力津波による荷重と余震による荷重とを適切に組み合わ

せる。各施設，設備の設計における具体的な荷重の組合せについて

は，本章の 4.1～4.3 節に示したとおりである。 

 

c. 津波の繰返し作用の考慮 

津波の繰返し作用の考慮については，漏水，二次的影響（砂移動

等）による累積的な作用または経時的な変化が考えられる場合は，

時刻歴波形に基づき，非安全側とならない検討をしている。具体的

には，以下のとおりである。 

 循環水系機器・配管損傷による津波浸水量について，入力津波

の時刻歴波形に基づき，津波の繰返しの襲来を考慮している。 

 基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積については，基準

津波に伴う砂移動の数値シミュレーションにおいて，津波の繰

返しの襲来を考慮している。 

 基準津波に伴う取水口付近を含む敷地前面及び敷地近傍の寄

せ波及び引き波の方向を分析した上で，漂流物の可能性を検討

し，取水口を閉塞するような漂流物は発生しないことを確認し

ている。 
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(2) 漂流物による波及的影響の検討 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物，

設置物等が破損，倒壊，漂流する可能性について検討すること。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合には，防潮堤等の津

波防護施設，浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう，漂流防止

装置または津波防護施設・設備への影響防止措置を施すこと。 

 

【検討方針】 

発電所敷地内及び近傍において建物・構築物，設置物等が破損，倒

壊，漂流する可能性について検討する。 

上記の検討の結果，漂流物の可能性がある場合には，津波防護施設，

浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう，漂流防止装置または津

波防護施設・設備への影響防止措置を施す。 

 

【検討結果】 

6 号及び 7 号炉では，基準津波による遡上域を考慮した場合に漂流物

による波及的影響を考慮すべき津波防護施設，浸水防止設備としては，

津波防護施設として位置付けて設計を行う海水貯留堰が挙げられる。 

海水貯留堰の設計においては，2.5 節における「(2) 津波の二次的な

影響による非常用海水冷却系の機能保持確認」の「c. 基準津波に伴う

取水口付近の漂流物に対する通水性確保」で抽出した，海水貯留堰に

衝突する可能性のある漂流物の衝突荷重を考慮し，海水貯留堰の海水

貯留機能に波及的影響が及ばないことを確認する。 

 


